
DP
RIETI Discussion Paper Series 14-J-029

中国・韓国企業における女性の活躍と
収益・生産性・積極的雇用改善措置制度

石塚 浩美
産業能率大学

独立行政法人経済産業研究所
http://www.rieti.go.jp/jp/

http://www.rieti.go.jp/jp/


1 
 

RIETI Discussion Paper Series 14-J-029 
2014 年 4 月 

 

中国・韓国企業における女性の活躍と収益・生産性・積極的雇用改善措置制度† 

 
石塚浩美（産業能率大学） 

 
要 旨 

本稿の目的は、女性の活用に関して共通点のある中国企業や韓国企業を対象に、女性の活躍と、

収益性および生産性との関係を、統計的に明らかにして、日本経済発展のために政策提言するこ

とである。推定に際しては、「ジェンダー・ダイバーシティ経営」（ＧＤＭ：Gender Diversity in 

Management）、ワークライフバランス施策、「人財」多様性などの影響を明示的に採用して検討す

る。また、韓国の積極的雇用改善措置制度（ＡＡ制度）の基準を達成している企業の特徴を確認

する。 

日本、中国、および韓国は、一般に企業文化や環境が異なるという前提はある[石塚(2014a)]。

しかしながら、企業収益や生産性の高い企業には共通点があることが導出された。日本企業およ

び政策へのインプリケ－ションを挙げる。１）管理職の女性割合が高いこと、２）女性の就業継

続傾向が確認できること、３）育児休暇の取りやすさは、収益性とは相関は認められなかったが、

生産性とは正の相関があること、４）“ＣＳＲ部門設置企業”は、産業や企業規模によっては収

益が高いこと、５）女性の採用を増やそうとしている企業は、収益が高い事、６）日本は女性役

員が一人でもいる企業で収益が高い、ただし中国と韓国で経営層の女性比率をみると低いほうが

収益・生産性共に高いこと、である。これらの項目は、人口減少が進む日本においてグローバル

化を考慮した場合、企業収益や生産性に貢献するのではないだろうか。またＧＤＭが実現された

企業は男女共に活躍できるだけでなく、若年層などにとっても活躍できる“ダイバーシティ”が

実現された企業となるであろう。 

そのためのヒントは、本稿６で検証した韓国のＡＡ制度が参考になると考える。創設後に女性

従業員および管理職が微増しているが、さらに今後、対象企業が拡大しても、同女性比率は微増

していくことが確認された。 

 

キーワード： ダイバーシティ、女性の活躍、ＧＤＭ、収益、生産性、中国、韓国 

JEL classification: J16, J24, J53, L25, R10 
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１．はじめに 

 日本政府は職場における女性活用のロードマップとして「202030」を掲げている。これ

は、社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に占める女性の割合が、少

なくとも 30％程度になるよう期待する、とした政策目標である。然しながら、現状では平

均的にみて 10％程度であり、実現は容易ではなさそうである1。また、日本経済は 1990 年

代から長引いた不況やデフレ経済などのため、財政赤字が拡大しているうえ、2004 年 12 月

の 12784 万人をピークに人口は減少を続け、2050 年には 9515 万人に、2100 年は 4771 万人

になることは必至である2。世界経済フォーラムによる 2013 年の男女間格差指数(ＧＧＧＩ)

は、136 カ国（地域）のうち第 105 位であり、ＯＥＣＤ諸国 下位の韓国の第 111 位に次い

で 2番目に男女間格差が大きい。石塚(2014a, 第 2.1 節)で明らかなように、特に経済面の

男女間格差が総合順位を引き下げている大きな要因の一つである。これらの現状を受け、

ＩＭＦやアメリカ政府なども、日本女性の経済面の活躍に進言するという外圧も生じてい

る。 

 本稿の目的は、女性の活用に関して共通点のある中国企業や韓国企業を対象に、女性の

活躍と、収益性および生産性との関係を、全体に加え、業種別および企業規模別の傾向を

統計的に明らかにして、日本経済発展のために政策提言することである。企業の第一義的

な目的は利潤追求であり、収益をあげることである。また収益を向上させるためには、生

産性を高めることが望ましい。本稿では、企業における女性活用（ＧＤＭ：Gender Diversity 

in Management）や、ワークライフバランス施策、ダイバーシティ（職場人材の多様性）な

どの要因が、中国企業・韓国企業、そして日本企業における収益や生産性に影響を及ぼす

かを実証分析により明らかにする。 

留意点として 3 カ国の共通点と相違点を挙げる。共通点としては、日中韓 3 カ国はいず

れも北東アジアに位置する隣国であり、男女別役割分業に深く関係するといわれる儒教的

な考えを有し、職場での男女間格差が認められる点で共通している[石塚(2008)]｡ＧＧＧＩ

も、中国は第 69 位であり、既述のように低い順位の日本や韓国同様に、男女間格差が小さ

いとはいえない。中国都市部では、男女間にワークライフバランス格差・昇進格差・賃金

格差・職業格差・新技術対応格差が認められ[石塚(2010)]、先進国で広くみられる若年層の

「専業主婦」が確認されている[石塚(2014b)]。韓国においても、女性の年齢階級別労働力

率カーブはＭ字型曲線であり、専業主婦も多く、女性の就業中断傾向が認められる点など、

日本と共通点がある。 

 一方、相違点は、中国は 1949 年から 1978 年に計画経済および男女雇用平等政策を採用

していたため、特に都市部女性では女性の就業が一般的となり、育児や家事の外部化も広

まった。韓国は、施策導入などのスピードが早い。特に積極的雇用改善措置制度（ＡＡ制

                                                  
1 内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書』（平成 25 年版）第 1-1-15 図「各分野における『指導的地位』

に女性が占める割合」に分野別の数値がある。 
2 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（平成 18 年 12 月推計）に基づく数値で、2100 年は中位

推計の数値である。 
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度：Affirmative Action）については、本稿 6 で制度を概観し、その影響について実証分

析をおこなう。 

本稿の意義は、先行研究が多いとはいえない日中韓比較により、男女の就業者と収益性

などを取り上げて実証分析をおこなうことにある。背景としては、アジア経済圏は活性化

しており、特に日中韓 3 カ国がアジア経済や世界経済に果たす役割が増している。アジア

での産業集積や、アジア内需は既に重視されて久しく、日本の人口減少も考慮すると、経

済のボーダレス化は進行している。今後、相互の企業進出や就業者の移動は増加すると考

えられる。 

 本稿の構成は、2では主として女性活躍に関する収益性や生産性などの実証分析の先行研

究をサーベイし、3は本稿で用いるデータの概要を述べる。4で分析の枠組みとして、理論

モデル、収益性分析、および全要素生産性に基づく生産性分析モデルについて示し、続く 5

で対応する実証分析の結果を概観する。さらに 6 で韓国のＡＡ制度の概要、および基準達

成企業の傾向などを実証分析によって検証し、 後にまとめとする。 

 

２ 先行研究のサ－ベイ 

 女性の活躍と、企業の収益や生産性を分析した先行研究について挙げる。男女共同参画

研究会(2003)は、女性の活躍と企業業績について日本では先駆的に実証分析をおこなって

いる。女性比率の高い企業は業績がよいという結果が得られたが、背景には企業固有の風

土のよさがあるという。Asano and Kawaguchi(2007)は、1990 年代の日本ではワークライ

フバランス（ＷＬＢ）施策の導入により企業が生産性を高めており、生産性の高い企業の

ほうがＷＬＢ施策を採用していることを導出している。一方で、女性就業者比率と生産性

の高さは負の相関があることを明らかにした。山口（2011）および山本・松浦（2011）は

2009年調査データを用いて、日本におけるWLB施策が女性就業や企業業績に及ぼす影響を

分析し、一定の効果を及ぼしていることを実証分析により明らかにしている。特に山口

（2011）は、個別のＷＬＢ施策というよりも複数の施策や慣行に基づく文化的特質が企業

業績に影響を及ぼすという考えの下に、ＷＬＢ施策や採用状況により全企業を類型化し、

生産性や競争力を検証している。すなわち、日本においては日本的雇用慣行が、中程度の

規模以上の企業に特有の「企業文化」という経営慣行および従業員行動の総体を強固なも

のとして、女性の活躍を妨げていることを明らかにしている。山本・松浦（2011）は企業

特性、すなわち従業員数・業種、正社員比率、長期雇用重視度、女性管理職の有無、成果

主義の有無を考慮し、さらに女性就業の活用が企業収益の増加をもたらすという因果関係

を検証するためパネルデータを用いて分析している。Siegel・児玉(2011) は日本企業のパ

ネルデータを用いて、女性役員の増加、女性役員の存在、女性課長の存在が製造業では企

業収益を高めることを明らかにしている。 

 中国企業の生産性について、Todo,Inui and Yuan(2012)は、2000年から2007年の製造業

データを用いて、中国の国有企業の民営化が輸出の可能性を増やすかどうかを検証してい
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る。結果として、民営化は企業の生産性・輸出・企業規模に関して強いとはいえないもの

のプラスの影響を及ぼすことを導出している。杜・石塚(2013)は、全要素生産性を用いた

シミュレーションにより、中国における労働集約的な企業である外資企業は雇用創出への

貢献度が大きいことを明らかにしている。 

また韓国でも、企業における女性活用が収益に及ぼす影響を、ＡＡ制度の要因を含め、

分析した先行研究が複数ある[ソン(2012); キム・チェ・ソン(2012)など]。ソン(2012)は、

ＷＰＳ（韓国労働パネルデータ）2005 年から 2009 年を用いてＯＬＳや２ＳＬＳ法により、

女性常時雇用労働者基準がＲＯＡ（総資産利益率）と負の相関があることを導出している。

但し、他のＲＯＳ（売上高利益率）やＲＯＥ（自己資本利益率）などとの相関は認められ

ていない。また制度導入前の 2005 年と導入後の 2009 年の 2時点を、制度対象グループと

非対象グループに分けた分析などをおこない、前者のほうが常時雇用労働者や管理者の女

性比率基準をさらに上回る行動をとったことを導出している。キム・チェ・ソン(2012)は、

ＷＰＳを用いてＡＡ制度の 3項目を点数化して変数を加工した結果、両者が売上総利益と

相関をもつが、営業利益との関係は確認できないという。 

実証分析の方法を挙げる。男女共同参画研究会(2003)は、経常利益ベースのＲＯＡを被

説明変数として分析している。山口(2011)は、本稿と同じクロスセクションの日本データ

セットを用いて企業を類型化した後、売上総利益に基づきマンベースとマンアワーベース

の労働生産性を導出して対数化しトービットモデルにより推計、比較している。山本(2012)

は、経常利益に基づきＲＯＡ（総資産利益率）を被説明変数としてパネルデータで分析し

ている。Siegel・児玉(2011) は営業利益に基づくＲＯＡを用いて、パネルデータによる固

定効果分析をおこなっている。Asano and Kawaguchi(2007) はＴＦＰ（全要素生産性）に

基づくパネルデータ分析、山本・松浦(2011)は Aw,Chung and Roberts(2000)などによる全

要素生産性指標 (TFP index)に基づく付加価値ベースのＴＦＰを正規・非正規就業者を含

むマンアワーべースで計算し自然対数化して被説明変数として採用した。Todo,Inui and 

Yuan(2012)は Olley and Pakes(1996)に基づくＴＦＰを用いて分析している。 

特に生産性については、森川(2007)および田中(2010)が詳しい。労働生産性およびＴＦ

Ｐは、労働集約的な第 3 次産業では過小評価されるという問題点が指摘されている。した

がって目的に応じて、資本や投資、企業の生存確率などを考慮し、パネルデータを用いた

全要素生産性が採用されることが多い。 

すなわち企業における女性の活躍を検証する場合、ＷＬＢ施策や企業文化などの変数を

用いたり、データセットを類型化したうえで、収益性分析は営業利益に基づくＲＯＡ、生

産性分析ではＴＦＰの採用が多いことが分かる。 

 

３．デ－タ 

中国企業および韓国企業調査はＲＩＥＴＩが実施した「男女の人材活用に関する企業調査

2013（中国・韓国）」であり、日本企業調査もＲＩＥＴＩによる「平成 21 年度 仕事と生活
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の調和（ワーク・ライフ・バランス)に関する国際比較調査」の日本データである。 

中国および韓国データは、2013 年 3 月に開始され、中国は 5 月、韓国は 6 月まで、人事

担当マネージャー相当以上を対象におこなわれたインタビュー調査であり、 終サンプル

は中国 300 社、韓国 305 社である。調査対象企業は従業員規模 100 人以上の母集団に基づ

くソフト・クォータ（割り当て）で、①三大産業分類、②企業規模（従業員数）、③都市の

3階層に加え、④企業の所有形態別の割合も緩やかに考慮されている。上記③の都市は、中

国では北京市、上海市、広東省広州市であり、韓国は原則として、ソウル市、仁川市、京

幾道の 3 都市に加え、10％程度は他の地域である。特に中国の 3 都市は、中国でも先進的

な都市であるため中国全土の実情とは異なる点に留意されたい。但し、他の都市はこれら

の都市の運営方法に追従して倣っていくため、中国都市部全土の将来像をみるためには適

切な 3都市といえよう。調査や集計結果については、石塚(2014a)が詳しい。 

日本データは、2009 年 12 月から翌年 1月に郵送調査で実施され、企業調査データと従業

員調査データがある。 終有効回答は、企業調査が従業員 100 人以上規模で 1,677 社（有

効回答率：16.8％）、従業員調査は 10,069 人（各社 10 名で依頼）である3。本稿での利用に

際し、調査対象産業を中韓企業調査に揃え、比較に必要な項目が欠損値であるケースを除

外した4。結果として、企業調査データは 1,200 ケース、従業員調査データは 6,433 ケース

を用いる。また両データセットは従業員調査として結合できるが、企業調査としての結合

は制約がある。 

 表 3-1 は、三大産業分類および企業規模別に表したものである。日本企業データは、中

韓企業データと異なり、母集団のクォータではないため、第 2 次産業の割合が高い。また

調査項目も、中韓調査と必ずしも一致していない。したがって、中国および韓国と、日本

企業の結果を読み解く際に留意する必要がある。なおデータは、原則として日中韓 3 カ国

別に加え、男女別、企業規模（中企業・大企業）別、および産業（第 2 次産業・第 3 次産

業）別に表す。 

市場経済においては、企業は前年度より高い利益を出す必要があり、生産性の向上が望

まれる。中国は、1949 年から 1978 年まで計画経済が導入されていたため「国有企業」（「国

営企業」の意）のみであったが、市場経済に移行した。当初は順調に進まなかったが、1990

年代半ばには国有企業改革が本格化し、その後、民営化が進んできた。 近では逆に「国

進民退」といわれる巨大国有企業の中国経済における支配力の拡大が問題視される側面も

認められる。本データのうち中国の国有企業割合は、中企業 13.6％、大企業 14.9％で、加

                                                  
3 当該調査の調査時期である 2009 年 12 月は、2008 年 9 月の「リーマンショック」（アメリカ発の世界金融

危機）の影響があると考えられるため、分析結果の解釈では留意が必要である。従業員調査の調査対象者

は、調査対象企業1社につき10名のホワイトカラー正社員に依頼している。なお当該調査については、RIETI

の HP に詳しい（http://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/wlb/index.html）。当該調査デ

ータを用いた成果には、武石(2011)、山口(2011)、山本・松浦(2011)などがある。 
4 除外したのは、企業調査では産業分類が鉱業および‘その他の産業’のケース、‘男女別の管理職数’あ

るいは企業規模に欠損値があるケースであり、従業員調査では性別に欠損値があるケース、役職が欠損値、

あるいは‘その他’のケースに加え、結合すべき企業データが既述の要因で除外されているケースである。 
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えて以前に国有企業であった民間企業は中・大企業のうち各 1 社ずつである[石塚(2014a,

表 1-3-5)]。但し、株式会社などでも、国有企業の傘下というケースも多い。また韓国でも、

財閥企業の支配力が拡大しているといわれる。 

 

表 3-1 分析企業の内訳（中国・韓国・日本、三大産業分類・企業規模別） 

 
注 1．「中企業」の定義は、中国では従業員規模が 100 人以上 499 人以下、韓国および日本は 100 人以上 299 人以下であ

る。「大企業」とは、中国では従業員規模が 500 人以上、韓国および日本は 300 人以上をいう。 

 

４．分析の枠組み 

本稿における分析の枠組みとして、4.1 企業の理論モデルを示したうえで、推定モデルは

4.2 収益性分析、4.3 生産性分析について説明する。 

4.1 企業による男女差別理論モデル 

労働経済学における「差別」とは、「同じ生産性を持つ経済財の間に存在する経済的距離」

をいう。ここで、経済財は男女などの異なるグル－プであり、経済的距離の一つに賃金格

差がある[古郡(1997,p.31)]5。 

本稿の対象である労働需要側の企業による男女差別理論には、企業経営者・男性就業者

グループ・消費者の偏見が背景にある「差別嗜好理論」や、男女別の就業者グループの例

えば離職率と関連する勤続年数や業績の平均値の差を個人に事前に当てはめて捉える「統

計的差別」がある6。 

 Becker(1971)の企業による「差別嗜好理論」が認められる場合、女性グループの労働

需要が抑制された結果、男性に比べて女性を実際の生産性に相当する賃金よりも低い賃

金で雇用することが可能になる。したがって、企業が合理的な行動をとれば、女性活用

企業の収益は上昇し、女性が多い企業ほど生産性は向上することになる。 

 日本において差別嗜好理論が成立していることは、山口(2011)や山本・松浦(2011)

                                                  
5他にも、経済財は人種、宗教、年齢などの異なるグル－プ、経済的距離には職業格差、雇用格差(失業率

格差)などがある。 
6労働供給側（労働者）の要因に基づく理論には「人的資本論」、「補償賃金仮説」および「比較優位論」が

あり、労働市場（労働慣行、市場分断）要因では「職業分離と殺到仮説」、「内部労働市場論（二重労働市

場論）」、および「需要独占モデル」がある。 

第2次産業 第3次産業 合計 第2次産業 第3次産業 合計 第2次産業 第3次産業 合計

中企業 85 114 199 110 125 235 525 307 832
大企業 52 49 101 28 42 70 227 141 368
合計 137 163 300 138 167 305 752 448 1200

中企業 62.0 69.9 66.3 79.7 74.9 77.0 69.8 68.5 69.3
大企業 38.0 30.1 33.7 20.3 25.1 23.0 30.2 31.5 30.7
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

中企業 42.7 57.3 100.0 46.8 53.2 100.0 63.1 36.9 100.0
大企業 51.5 48.5 100.0 40.0 60.0 100.0 61.7 38.3 100.0
合計 45.7 54.3 100.0 45.2 54.8 100.0 62.7 37.3 100.0

企業規模
内の割合

(％)

産業内の
割合(％)

【中国】 【韓国】 参考：【日本】

度数
（社）
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などが明らかにしている。石塚(2014a,表 3-2-2)によると、女性社員増加施策として“人

材多様化の企業文化の醸成”を採用しているという企業割合は、中国が 13％程度なの

に比べて、韓国は中規模企業で 23.4％、大規模企業では 37.1％と高い。すなわち企業

文化を重視する企業割合は、日本や韓国では高く、中国では低い傾向があるといえる。 

また実際に、日中韓 3 カ国で、就業中断者を含めると男女の勤続年数格差が認められ、

全体的な男女賃金格差もある7。 

図 4-1 は理論的な枠組みを示したものである。なお各項目に対応する具体的な変数デー

タは、次節以降で解説する。企業の収益あるいは生産性に影響を与えるものとして、（ⅰ）

-1“ＧＤＭ施策（企業における女性活用施策を経営に取り込んでいるか否か）”、（ⅰ）-2

“ＧＤＭ施策の一つである企業文化醸成の要素（性別役割分業意識など）”、（ⅱ）“ＷＬ

Ｂ施策（男性に比べて、仕事と家庭の両立に直面することが一般的な、女性を主たる対象

とするワークライフバランス施策である育児休業の取り易さ）”、（ⅲ）-1“ダイバーシティ

（一般に企業におけるマイノリティといわれる女性や若年層などが就業している状況）”、

（ⅲ）-2“潜在的なダイバーシティ（実際の女性就業者数とは異なり、勤続年数や高学歴

割合などの女性の人的資本）”、（ⅳ）“企業の基本属性”（特に、“財務状況（財務状況が良

好で余裕がある企業がＧＤＭを実行するという相関を確認するため採用）”、“企業規模”は

韓国のＡＡ制度の対象は企業規模 500 人以上であり代理変数となる8）を挙げる。 

 

図 4-1.「差別嗜好理論」に基づく理論的枠組み 

 
                                                  
7 石塚(2014a,表 3-3-1・表 3-3-2)によると、正社員のみを対象とする職位別にみる勤続年数の男女差は特

に認められないものの、離職率に代替するものとして男女別・職位別人数でウェイト付けすると勤続年数

の男女差は 3 カ国共に認められる。特に男女差の大きい上位管理職、すなわち部長相当職では男性 100 に

対する女性割合は、日本はおよそ 1、中国 64、韓国 5 から 8である。また、日本と韓国において男女間賃

金格差の存在を検証した先行研究は多く、石塚(2010,第 6 章)は中国都市部就業者で男女間賃金格差がある

ことを要因分解分析により明らかにしている。 
8 韓国のＡＡ制度の対象は従業員 500 人以上規模であり、分析の被説明変数“300 人以上企業規模ダミー”

とは異なる。500 人以上規模企業は 305 社中の 36 ケースで、実証分析では有意でなく、石塚(2014a)にお

ける 300 人規模前後で類型化した分析に合わせるため、“300 人以上企業規模ダミー”とする。 

実証分析における被説明変数

① 女性活用推進が戦略的課題第10位以内の企業ダミー ROA(総資産営業利益率）

② 女性従業員採用を増やそうとしている企業ダミー 全要素生産性

③ CSR部門を設置している企業ダミー

①
女性正社員が結婚・妊娠・出産で退職傾向がある企業ダ
ミー

②
人事担当者（回答者）が、一般に女性は長期働き続ける意
欲が低い人が多いので管理職が少ないと考えているダミー

③
人事担当者（回答者）が、一般に男性は家事・育児・介護
の負担がないので管理職が多いと考えているダミー

（ⅱ） WLB施策 女性が育児休業を取りやすい企業ダミー

① 経営層の女性比率
② 管理職の女性比率
③ 正社員の女性比率
① 正社員女性の勤続年数
② 正社員女性の四年制大学以上卒業者比率

パート就業者比率、資産総額の自然対数値、
株式・非株式企業、都市、
第2次産業・第3次産業、企業規模(＊韓国のＡＡ制度)

（GDM・企業文化・WLB・財務状況・多様性・企業属性）

実証分析における説明変数

企業のGDMなどの属性

（ⅳ） 基本属性

企業の収益・生産性

(実証分析上の
交差項：各層
の女性比率）

GDM（ジェンダー・
ダイバーシティ経

営）施策

ＧＤＭ施策の一つ
である企業文化
醸成の要素（性
別役割分業意識

など）

（ⅰ）-2

（ⅰ）-1

ダイバーシティ

潜在的なダイ
バーシティ

（ⅲ）-1

（ⅲ）-2



9 
 

 

 ここで、ＷＬＢ施策である育児休業の実情について述べる。なお関連制度などを含み、

石塚(2014,pp.54-60)が詳しい。まず中国では、日韓とは母性保護などは同様であるものの、

1949 年の計画経済導入に伴う男女就業の前提や、1979 年の「一人っ子政策」に代表される

人口統制と関連している点が異なる。本稿で用いているデータの調査対象である北京市・

上海市・広州市といった大都市地方政府は、国の法制定に先んじて運用しており、中国政

府のほうが後追いになることも多い。給与は、産休直前と同等で、原則として生育保険が

負担するが、企業が追加負担することも多い。国が制定する「育児休業制度」は無いが、

出産後 1 年間の「授乳休憩」（1 日につき、30 分の授乳時間休憩を 2 回）と社内託児所で

の保育や、「授乳休憩」の代わりの短時間就業（1日につき 1時間の就業時間短縮）と親族

などによる保育がおこなわれ、大都市では有給の「授乳休暇」という追加的な休業制度を

企業が認めることもある。15 日間から 30 日間の休暇延長は、北京市などの大都市では父親

が育児休業のように取得することもできるようにし始めている。また地方政府によっては

独自に、子どもの母親だけでなく父親も対象に、年当たり 10 日程度の「育児休業制度」条

例の制定を進めているところもある。 

韓国の育児休業制度は、子が生後 3歳未満の男女就業者を対象に、女性が 10.5 カ月、男

性は 12 カ月まで付与できるというものである。実状をみると、育児休業取得女性就業者の

平均育児休業期間は 8.7 か月であるが、職場復帰して雇用を継続している女性に限定する

と 7.9 か月に減少する。すなわち育児休業中か育児休業後に退職する女性のほうが長く取

得する傾向が認められる。雇用継続率を企業規模別にみると 100-199 人規模が 53.8％、

200-299 人では 57.1％、300-999 人は 57.5％、1000 人以上では 70.7％であり、企業規模が

大きくなるほど雇用継続率は高い[韓国女性政策研究院(2012)、表Ⅴ-15]。職種別の継続率

をみると、 も低いのは管理職の 40.2％で、専門職やサービス販売職も 44％程度であるが、

彼女らは育児休業取得よりも出産休暇のみを使用している割合が高い[同、表Ⅴ-17]。 

企業における育児休業制度の有無を石塚(2014,図 3-4-7)にみると、中国で制度があり実

際に休暇が取得できるのは約 80％であるが、女性は周囲の理解により休暇らしきものが取

れる割合がおよそ 5％いる。韓国で休暇が取得できるのは、女性が 85 から 90％程度、男性

は約 60％と低下する。 

 

4.2 収益性分析（中国・韓国、日本） 

収益性とは、企業の販売活動、財務活動、および財とサービスの競争力で構成される企

業の総合的な収益力に関するものでる。収益性を表す変数として、ＲＯＳ（Return On 

Sales：売上高利益率）すなわち[利益÷売上高]で計算され、企業の収益力、および回転率

を表す効率性の指標9、またはＲＯＡ（Return On Assets：総資産利益率）すなわち [利益

                                                  
9ＲＯＳは本来、事業の拡大か縮小かに関わらず、販売戦略に応じて当該数値が低下する可能性がある。パ

ネルデータなどでは、トレンドなども併せて検討する必要がある。 
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÷総資産]で計算され、自己資本のみならず借入金などの負債も含めて事業に投下された総

資産に応じて獲得された利益を示すものがある。本稿は、中国などの発展途上で総資産割

合が大きい産業を含む場合は、ＲＯＡを用いた分析のほうが適切といえる。本稿では、中

国と韓国企業ではＲＯＡ分析をおこなう。但し、日本企業はデータの制約もありＲＯＳ分

析のみが可能である。 

 利益には、売上総利益、営業利益、経常利益などがある。“売上総利益”とは、一般に「粗

利」と呼ばれ、売上高から売上原価を差し引いて計算される。“営業利益”は、本業におけ

る本来の営業活動から生じた利益であり、売上総利益から販売費および一般管理費を差し

引いて計算される。“経常利益”とは、非本業の利益を含む概念であり、営業利益に営業外

収益を加え、営業外費用を差し引いて計算する。本稿の分析では、女性の就業に基づく収

益分析であり、営業利益を用いる。 

したがって、次章以降では、営業利益に基づくＲＯＡを収益性の指標とする。推定モデ

ルは、 

ROA(日本は ROS)＝α＋β・GDM＋γ・WLB＋δ・DM＋ε・CO＋ｕ  (式 4.2.1) 

 

ここで説明変数は図 4-1 に従う。(ⅰ)-1.説明変数群ＧＤＭは①女性活用推進が戦略的課題

第 10 位以内の企業ダミー、②女性従業員採用を増やそうとしている企業ダミー、③ＣＳＲ

部門設置企業ダミー10であり、(ⅰ)-2.ＧＤＭ施策の一つである企業文化醸成の要素（性別

役割分業意識など）には①女性正社員が結婚・妊娠・出産で退職傾向がある企業ダミー、

②人事担当者（回答者）が一般に女性は長期働き続ける意欲が低い人が多いので管理職が

少ないと考えているダミー、③人事担当者（回答者）が一般に男性は家事・育児・介護の

負担がないので管理職が多いと考えているダミー、がある。また、これらの項目と(ⅲ)-1

の交差項を含む推計もおこなう。(ⅱ)説明変数群ＷＬＢは、女性が育児休業を取りやすい

企業ダミーである。(ⅲ)-1.説明変数群ＤＭのダイバーシティは、①経営層の女性比率（日

本のみは“女性役員有りダミー”）、②管理職の女性比率、③正社員の女性比率、(ⅲ)-2. 

説明変数群ＤＭの潜在的なダイバーシティでは、①正社員女性の勤続年数、②正社員女性

の四年制大学以上卒業者比率、(ⅳ)説明変数群ＣＯの企業基本属性には、①パートタイム

就業者比率、②資産総額の自然対数値、③株式会社ダミー、④都市ダミー、⑤第 2 次産業

ダミー、⑥300 人以上規模企業ダミー、である。αは定数項、ｕは誤差項を表す。またデー

タセットは、産業・企業規模計、産業別（第 2次産業、第 3次産業）、企業規模別（従業員

数に基づき、大企業、中企業）に分けて分析する。したがって推定結果の解釈時には、異

なる業種や規模の傾向が分かる。森川(2007)などによる第 2 次産業と第 3 次産業を分けて

捉えることの重要性が、示唆に富む11。 

                                                  
10 中国および韓国のＣＳＲの実状と企業の導入状況については、石塚(2014a、第 3.1 章)に詳しい。 
11サービス業の生産性（ＴＦＰ）は、製造業に比べて企業間のばらつきが大きい。なかには、生産性が製

造業よりも高かったり、増加率が大きい企業もある。要因としては、サービス業では生産性が相対的に低

い企業のシェアが拡大にあるという。具体的には、存続企業のシェアを一定とした場合の生産性上昇が低
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本稿の特徴は、企業が女性の積極的活用を促進している指標となる説明変数群ＧＤＭ、

およびＧＤＭ施策の一つである企業文化醸成の要素を、明示的に説明変数として採用した

ことである。但し、説明変数の(ⅰ)-1 の①②③がプラスであればＧＤＭ企業の可能性があ

るが、一方、同(ⅰ)-2 の①②③はマイナスであればＧＤＭ企業の可能性が生ずることを意

味する。 

 

 特に(ⅰ)-1.③ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任）につい

て、中国および韓国の取り組みを概観する。企業がダイバーシティやワークライフバラン

スを取り込む場合、利益のみならず、ＣＳＲとして環境や多様なステイクホルダーに配慮

した経営が求められる。したがって、株主・顧客・従業員・得意先・地域社会、さらに将

来の世代など広義のステイクホルダーを対象にＣＳＲ経営をしていくことが望まれる

[Orlitzky et al.(2003)]。石塚(2014a)によると、“2)企業倫理・CSR の担当部門がある”

企業は、中国では 65％程度、韓国は 60％から 70％に留まる。 

 ＣＳＲの発展について、日中韓3カ国別にみる。中国政府および企業がＣＳＲに取り組む

現行の姿勢は、2005年に「公司法」を改正してＣＳＲ条項を追加したことに始まり、2008

年には中国社会科学院（ＣＡＳＳ）研究学部（院内の各経済研究所の総括部門）に企業社

会責任研究センターを設置したことに続く。中国企業のＣＳＲ報告書の発行企業数は、2012

年は1,187社に達している。中国国務院発展研究中心企業研究所(2012)によると、中国のＣ

ＳＲの定義は、ＣＳＲとしては一般的な経済的責任・法的責任・倫理的責任として雇用創

出や環境改善も含まれるが、慈善的責任が追加されていることが特徴である。 

韓国では、企業を中心に展開されてきた。政府は、2002年に環境部が環境報告書のガイ

ドラインを開発し、2006年には持続可能経営の支援のため「産業発展法」の改訂案を成立

させ、翌年「持続可能発展基本法」を成立させた。ＣＳＲへの関心は、1990年代に 盛期

を迎えた市民運動に伴い認識され始め、2000年頃までは財閥企業を中心に批判対策を兼ね

た社会貢献活動であったが、2006年以後は不祥事対策としてコンプライアンスの要素も出

てきたという。 

なお日本においては、1970年代から「企業の社会的責任」という言葉がいち早く用いら

れていた。但し、企業利益の実現が主たる目的で、ＣＳＲの実施を切り離して利益実現後

とみなし、従たる目的と捉えられる傾向が認められる。また大企業を中心に実施されてお

り、多数の中小企業で実現されているとはいえない。 

 

4.3 全要素生産性に基づく生産性分析（中国・韓国） 

生産性とは、当該期間に新たに生じた企業活動において、就業者初め多様な要因の貢献

度を示す指標といえる。本稿 2 の先行研究に従い、全要素生産性を用いる。但し、日本デ

ータには資産項目などの情報が無いため、中国および韓国企業分析のみとなる。 

                                                                                                                                                  
い産業の存在や、企業間の「再配分効果」や「参入効果」が生産性を低下させていることを導出している。 
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まず、全要素生産性を導出するための生産関数は、Cobb-Douglas 型生産関数： 

   Y f L , K , A GDM ,WLB , DM , CO ,M L ・K ・A    （式4-3-1）

であり、完全競争を仮定する。Ｙ：付加価値額、Ａ：全要素生産性、Ｌ：労働投入量、Ｋ：

資本投入量を表す。またＡの要素として、ＧＤＭ：男女の多様性を活かした経営施策関連、

これらの項目とＤＭの女性比率の交差項、ＷＬＢ：ＷＬＢ施策、ＤＭ：企業における女性

登用、ＣＯ：各企業の属性企業、Ｍ：経営者のみが観察できる外的ショック、下付きの i は

個別の企業を表す。なお、ＧＤＭ、ＷＬＢ、ＤＭ、ＣＯの具体的な変数名は 4.1 の収益性

分析に準ずる。ここで付加価値とは、企業が経営活動を通じて新しく生産した価値であり、

産出額である“売上高”から“中間投入額”を差し引いた値である。 

次に、生産性への各投入要素の貢献割合12、すなわち式 4-3-1 のαおよびβを計算するた

めの式は： 

 lnＹi ＝ 定数項 + αlnＬi + βlnＫi + lnＡ + ｕ （式 4-3-2）

である。ここで、ｕは誤差項を表す。Olley and Pakes(1996)などが指摘するように、誤差

項から、分析者には観測できないが経営者には観測できるＡ（Ｍ）を切り離して 小二乗

法により推定する必要が生ずる。実際には、各企業の2013年の中間投入額が、2010年に比

べてどうであるかを人事担当者におこなった問いに対して、1：増加した、0：変わらない、

－１：減少した、として数値を代入する。その結果、αおよびβという推定係数、すなわ

ち表4-3-1の弾力性の値を得る。 

したがって、表4-3-1のαおよびβを、全要素生産性への各要素の投入量に応じた貢献割

合として代入して： 

 lnＡi＝ exp(lnＹi－α・lnＬi－β・lnＫi) （式 4-3-3） 

で計算できる。具体的には、Ｋには“固定資産総額”を代入し、Ｌは森川(2010)などに倣

い正規と非正規の就業者数と、各労働時間や週間就業日数に基づくマンアワーベースの総

費用を用いる。 

 生産性の推定においては、Tobit モデルを採用する。付加価値がマイナスであるために、

対数化したときに被説明変数が得られないケースが生じるからである。Tobit モデルでは、

被説明変数が 0以下の場合、「左センサー値」として扱うため、推定が可能になる[北村(2009,

第 10 章)]。 

 

 表 4-3-1 は、労働弾力性（α）や資本弾力性（β）などである。総体的にみて、中国は

労働弾力性が大きく、資本弾力性が低い。労働の変化が生産の変化に与える影響が大きい

ということであり、資本増大の余地が大きく、中国経済は発展途上といえる。中間財も増

加傾向であり、経営者が外的ショックに備えているということかもしれない。一方、韓国

                                                  
12 他にも Head and Ries(2003)は、生産性への各投入要素の貢献割合、すなわち式 4-2-1 のαおよびβに、

近似的全要素生産性（Approximate TFP）として各、2/3、1/3 を用いている。またパネルデータであれば、

投資や各企業の生存確率を考慮して TFP を計算する方法も数種類ある。 
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は労働弾力性および資本弾力性共に同程度であり、先進国としてバランスのとれた経営が

なされているともいえるのではないだろうか。 

 

表 4-3-1．労働・資本の弾力性など（中国・韓国） 

 
注 1：式 4-3-2 を 小二乗法で推定した結果である。被説明変数は付加価値の自然対数、説明変数は他に定数項がある。 

注 2：αおよびβの各係数は、すべて 0.1％での統計的有意である。 

注 3：“中間投入の増減傾向”には、人事担当の回答を、各企業の 2013 年の中間投入額が、2010 年に比べてどうである

かの問いに対して、1：増加した、0：変わらない、－１：減少した、として数値を代入した。 

 

図 4-3-1 は、中国および韓国における付加価値ベースの全要素生産性を、示したもので

ある。既述のように、韓国はスケール変数を正の値に置き換えたうえで、中韓共に対数値

にしているため、正の値のみになっている。 

 

図4-3-1 付加価値ベ－スの全要素生産性分布（中国・韓国、対数値） 

 

 

５．実証分析の推定結果 

前章の理論的枠組みおよび推定モデルに基づき、本章では、5.1 収益性分析の推定結果、5.2

全要素生産性による生産性分析の推定結果を示し、解説する。本稿で用いる統計ソフトは、

STATA Ver.12.0 である。 

α：労働
弾力性

β：資本
弾力性

中間投入の
増減傾向

Adj R-
squared

全体 0.825 0.338 0.090 0.663
中企業 1.017 0.349 0.028 0.418
大企業 0.740 0.309 0.283 0.592

第2次産業 0.909 0.284 0.156 0.653
第3次産業 0.797 0.368 0.024 0.672

全体 0.432 0.468 -0.028 0.567
中企業 0.550 0.479 -0.019 0.601
大企業 0.595 0.348 -0.172 0.398

第2次産業 0.462 0.333 0.055 0.408
第3次産業 0.458 0.464 -0.042 0.602

韓国

中国
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5.1 収益性分析の推定結果 

表 5-1-1 で中国、表 5-1-2 は韓国、参考として表 5-1-3 では日本について、実証分析の

結果を概観する。留意点を挙げると、モデルの当てはまりの指標として修正済み決定係数

の数値をみると高いとはいえないものの、中韓は同程度であり日本に比べて高いほうであ

る。統計的有意な項目の結果のみを解説するが、中国のほうが韓国に比べて有意な項目が

多い。なお本稿 4で既述のとおり、(ⅰ)ＧＤＭと(ⅲ)-1 の交差項を説明変数に含むモデル

も推計した。但し、元の説明変数のみの結果と概ね同様であったので、各表にこれらのモ

デルの結果は記載していない。また推定結果は、2 つの変数間の因果関係を明らかにするも

のではなく、正あるいは負の相関があるか、相関がないか、ということのみ言及できる。 

まず中国では、(ⅰ)-1.ＧＤＭのうち“女性活用推進が戦略的課題の第 10 位以内を掲げ

た企業”と“女性従業員採用を増やそうとしている企業”の符号が、中企業・第 3 次産業・

全体で有意に異なる。女性採用を増やそうとしている企業は収益が高いが、女性活用を戦

略的課題としている企業は収益性が低い。すなわち「差別嗜好理論」と整合的であり、相

対的に賃金の低い女性従業員を増やすことは企業収益をあげている。一方、女性活用を戦

略的課題に掲げる企業が低収益であるのは、調査時点で女性従業員が少ないなど活用でき

ていないためと捉えると整合的である。中企業のみ概ね統計的有意に“ＣＳＲ部門設置企

業”で収益性が高くなっている。(ⅰ)-2 も全体・中企業・第 3次産業で“男性は家事・育

児・介護の負担がないので管理職が多い”とは言えないと考える人事担当者がいる企業の

ほうが収益率は高い。その他の項目および、大企業や第 2次産業で有意でないことは、中

国は計画経済で女性雇用を進めた土壌があり、日本や韓国と異なり“企業文化の醸成”が

女性雇用を妨げる要因と回答した企業割合が相対的に低いことと整合的である[石塚

(2014a,表 3-2-3)]。(ⅱ)ＷＬＢ施策の育児休業の取り易さについては、統計的有意ではな

かった。本稿 4.1 で既述のように、中韓で制度の内容が異なるが、企業属性では、資産総

額が低く、株式会社であるほうが、収益が高いようである。(ⅲ)-1.ＤＭのうち、“管理職

の女性比率”が高いほど収益性が高いことが大企業以外では概ね当てはまる。大企業と第 2

次産業では、“経営層の女性比率”が高いほど収益性は低くなっている。第 2次産業では“正

社員の女性比率”が高いほど収益は低い。管理職の女性比率と収益の正の相関は、差別嗜

好理論と整合的である。但し、次節の生産性との関係と併せて検証することも重要と考え

る。(ⅲ)-2.ＤＭのうち、第 2次産業のみ“4年制大学以上卒業の女性比率”が高いほど収

益も高い。(ⅳ)企業の基本属性のうち、“資産総額の自然対数と女性比率の交差項”をみる

と、概ね同様に負の値を取る。したがって、総資産の高い企業が余裕をもって女性を雇用

して高収益をあげているとは必ずしも言えない。中国において、“株式会社”であることは

相対的に高収益を実現している。 

次に韓国は、(ⅰ)-1 のＧＤＭのうち、第 2次産業や大企業では、“女性従業員採用を増や

そうとしている企業”は収益が有意に高い。また第 3次産業では、ＣＳＲ部門がある企業

のほうが収益性は高い。(ⅰ)-2 の企業文化では、産業全般で“女性の就業中断傾向”が低
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い企業ほど収益が高い。一方で、第 2次産業では、“人事担当者が男性は家事・育児・介護

の負担がないので管理職が多い”と捉えている企業のほうが収益率は高い。(ⅱ)ＷＬＢ施

策の育児休業の取り易さについては統計的有意ではなく、収益性への影響は認められない。

(ⅲ)-1.ＤＭでは、経営層や管理職の女性比率が収益にもたらす影響は認められない。但し、

大企業や製造業（第 2次産業）といったやや保守的な企業では、「差別嗜好理論」に反して

“正社員の女性比率”が低いほど、収益性が高い。(ⅲ)-2.ＤＭのうち、第 2次産業のみ“4

年制大学以上卒業の女性比率”が高いほど収益も高く、中国と同じである。さらに中国同

様に、(ⅳ)企業の基本属性のうち、“資産総額の自然対数と女性比率の交差項”をみると、

概ね同様に負の値を取る。韓国においても、総資産の高い企業が余裕をもって女性を雇用

して高収益をあげているとは必ずしも言えない。収益に影響を及ぼしているとは統計的に

はいえないものに、“株式会社”であることや、“300 人以上規模”がある。韓国で特徴的と

いえるのは、全体および、特に中企業や第 3次産業では“パート比率”の高い企業のほう

が統計的有意に収益は高い。背景として、日本同様に韓国でもパートの拡大と、正社員と

の待遇格差の問題がある[大沢・金(2010)]。 

韓国のＡＡ制度の対象企業は、従業員 500 人以上規模である。同 300 人以上で代替して

大企業モデルの推定結果をみても、他のモデルと明らかに異なる女性活躍の結果とはいえ

ない。したがって、ＡＡ制度と企業収益との関係が明らかにあるということは言えない。 

後に参考として、日本における営業利益ベースのＲＯＳについて検討する。(ⅰ)-2.女

性の就業中断傾向、および(ⅱ)ＷＬＢ施策の育児休業の取り易さは、統計的有意ではなく、

収益に影響を及ぼしているとは言えない。(ⅲ)-1.ＤＭのうち“経営層の女性比率”は、第

3次産業では収益と正の相関がある。(ⅲ)-2.全体モデルにおいて“女性正社員の勤続年数”

が長いほど収益性が高い。企業属性をみると、大企業では“パート比率の高い企業”のほ

うが統計的有意に収益は低いことが分かる。 

 まとめると、(ⅰ)-1 のＧＤＭのうち“女性従業員採用を増やそうとしている企業”は、

中国では特に中企業や第 3次産業で収益が高いが、韓国では特に第 2次産業や大企業で収

益が有意に高い。また“ＣＳＲ部門がある企業”すなわち女性就業者を含む多様なステイ

クホルダーを意識している可能性のある企業は収益が高く、特に中国は中企業、韓国は第 3

次産業で有意である。(ⅰ)-2 の企業文化については、韓国では“女性の就業中断傾向”が

低い企業ほど収益が高い。一方、“人事担当者が男性は家事・育児・介護の負担がないので

管理職が多い”と捉えている企業をみると、韓国の第 2次産業では収益率が高い。逆に中

国の全体、特に中企業や第 3次産業では収益率が低い。背景として、中国は計画経済で女

性雇用を進めた土壌があり、日本や韓国と異なり“企業文化の醸成”が女性雇用を妨げる

要因と回答した企業割合が相対的に低いことと整合的である[石塚(2014a,表 3-2-3)]。(ⅱ)

ＷＬＢ施策の育児休業の取り易さについては、日中韓共に統計的有意ではなかった。中国

では、(ⅲ)-1.ＤＭのうち“管理職の女性比率”が高いほど収益性は高く、“経営層の女性

比率”は高いほど収益性が低い。中国の第 2次産業、および韓国の大企業と第 2次産業に
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おいて、“正社員の女性比率”が高いほど収益は低い。日本では、“経営層の女性比率（日

本は、女性役員がいる企業ダミー）”が第 3次産業で収益と正の相関がある。なお総資産の

高い企業が余裕をもって女性を雇用して高収益をあげているとは必ずしも言えない。他に

各国の背景を反映したものとして、現在の中国の“株式会社”は相対的に高収益である。

また韓国における“パート比率”の高い企業も収益は高い。 

 

表 5-1-1 収益分析の推定結果（ＲＯＡ、中国） 

 

注 1：被説明変数を営業利益ベースのＲＯＡとして、 小二乗法で推定する。 

注 2：†，***，**，*は，各 0.1％，1％，5％，10％で統計的有意であることを示す。同 10％以下の係数は、太字で緑

マーカーを付している。 

注 3：地域ダミーのベースカテゴリーは，北京市ダミーである。 
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6.1
9

0.1
96

-16
9.7

6
0.26

8
-62

.04
0.87

2
-37

3.5
2

0.1
57

-41
.39

0.8
19

②
人事

担当
者が

、一
般に

女性
は長

期
働き

続け
る意

欲が
低い

人が
多い

ので
管理

職が
少な

いと
考え

てい
るダ

ミー
(=1

)
193

.80
0.3

03
189

.09
0.31

9
245

.43
0.60

9
88.

57
0.7

75
249

.35
0.3

13

③
人事

担当
者が

、一
般に

男性
は家

事・
育児

・介
護の

負担
がな

いの
で管

理職
が多

いと
考え

てい
るダ

ミー
(=1

)
-62

9.7
6*

**
0.0

07
-71

1.4
7

***
0.0

02
-63

5.7
8

0.29
3

-14
4.1

7
0.7

78
-77

1.5
2

† 
0.0

03

（ⅱ
）

WL
B施

策
女性

が育
児休

業を
取り

やす
い企

業ダ
ミー

(=1
)

-5.
68

0.9
78

166
.64

0.44
3

-63
.33

0.89
8

82.
86

0.8
11

-53
.84

0.8
38

①
経営

層の
女性

比率
％

-91
4.6

8
**

0.0
36

-11
48.

80
***

0.0
06

-14
3.5

8
0.90

3
-17

0.2
0

0.8
24

-15
68.

55
***

0.0
03

②
管理

職の
女性

比率
％

147
0.4

5*
**

0.0
11

224
5.6

5
† 

0.0
00

109
2.7

0
0.39

5
156

3.8
8

0.1
25

177
9.3

0
***

0.0
14

③
正社

員の
女性

比率
％

-18
9.2

7
0.8

42
49.3

4
0.96

0
-17

17.
99

0.38
1

-30
54.

69
*

0.0
94

973
.84

0.3
81

①
女性

正社
員の

勤続
年数

年
-5.

81
0.9

28
-11

.90
0.86

4
-45

.88
0.74

2
-10

7.6
4

0.3
47

48.
42

0.5
32

②
女性

正社
員の

4年
制大

学以
上卒

業
％

4.1
1

0.1
85

4.2
1

0.14
7

-3.
33

0.75
2

8.7
2

*
0.0

83
4.3

6
0.1

46
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ト就

業者
比率

％
33.

38
0.9

96
116

8.6
5

0.83
0

-77
91.

88
0.74

4
-13

97.
13

0.8
48

722
7.0

6
0.7

90
資産

総額
の自

然対
数値

-23
3.8

0
† 

0.0
00

-17
0.1

8
† 

0.0
00

-34
5.9

7
† 

0.0
00

-28
4.9

4
† 

0.0
00

-18
4.7

3
† 

0.0
00

株式
企業

ダミ
ー

(=1
)

264
.13

*
0.1

04
312

.42
*

0.0
86

207
.17

0.59
6

286
.80

0.3
11

294
.14

0.1
71

上海
市ダ

ミー
(=1

)
-22

2.0
0

0.2
68

-18
.97

0.92
9

-52
5.5

5
0.27

1
-89

.02
0.8

08
-25

3.6
7

0.2
81

広州
市ダ

ミー
(=1

)
242

.55
0.2

05
196

.22
0.33

2
288

.38
0.56

6
315

.73
0.3

59
274

.27
0.2

40

第2
次産

業ダ
ミー

(=1
)

65.
19

0.6
57

　　
　　

－
　　

　　
－

　　
　　

－
　　

　　
－

　　
　　

－
　　

　　
－

　　
　　

－
　　

　　
－

500
人以

上規
模企

業ダ
ミー

(=1
)

288
.40

0.1
47

　　
　　

－
　

　　
　　

－
　　

　　
－

　　
　　

－
　　

　　
－

　
　　

　　
－

　　
　　

－
　　

　　
－

定数
項

275
8.2

5
† 

0.0
00

144
8.8

7
**

0.0
55

629
8.0

0
† 

0.0
01

408
1.7

9
***

0.0
05

178
0.5

1
**

0.0
29

Num
ber

 of 
obs

299
198

100
136

162
Adj

 R-
squ

are
d

0.17
4

0.25
4

0.1
00

0.0
67

0.2
88

（ⅲ
）-2

潜在
的な

ダイ
バー

シテ
ィ

(ⅳ
)

（ⅰ
）-1

GD
M（

ジェ
ンダ

ー・
ダイ

バー
シテ

ィ経
営）

施策

（ⅰ
）-2

ＧＤ
Ｍ施

策の
一つ

で
ある

企業
文化

醸成
の要

素（
性別

役割
分業

意識
など

）

（ⅲ
）-1

ダイ
バー

シテ
ィ

第3
次産

業

企業
の基

本属
性

モデ
ル

全体
中企

業
大企

業
第2

次産
業

【中
国：

収益
性（

RO
A）

】
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表 5-1-2 収益分析の推定結果（ＲＯＡ、韓国） 

 

注 1：被説明変数を営業利益ベースのＲＯＡとして、 小二乗法で推定する。 

注 2：†，***，**，*は，各 0.1％，1％，5％，10％で統計的有意であることを示す。同 10％以下の係数は、太字で緑

マーカーを付している。 

注 3：地域ダミーのベースカテゴリーは，仁川市およびその他地域ダミーである。 

 

Co
ef.

P値
Co

ef.
P値

Co
ef.

P値
Co

ef.
P値

Co
ef.

P値

①
女

性
活

用
推

進
が

戦
略

的
課

題
第

10
位

以
内

の
企

業
ダミ

ー
(=1

)
-4

.50
0.6

11
1.0

6
0.8

96
-4

8.3
1

0.1
91

-1
8.5

6
0.1

96
-2

.67
0.8

16

②
女

性
従

業
員

採
用

を増
や

そう
とし

てい
る企

業
ダミ

ー
(=1

)
8.0

6
0.3

43
-1

.42
0.8

55
47

.96
0.1

27
25

.71
*

0.0
62

1.7
6

0.8
79

③
CS

R部
門

を設
置

して
いる

企
業

ダミ
ー

(=1
)

9.2
4

0.3
13

9.4
8

0.2
54

49
.69

0.2
00

5.6
0

0.6
92

18
.83

0.1
19

①
女
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企
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ー
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6
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0.8

14
-3

.88
0.7
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表 5-1-3 収益分析の推定結果（ＲＯＳ、日本） 

 

注 1：被説明変数を営業利益ベースのＲＯＳとして、 小二乗法で推定する。 

注 2：†，***，**，*は，各 0.1％，1％，5％，10％で統計的有意であることを示す。同 10％以下の係数は、太字で緑

マーカーを付している。 

注 3：中国および韓国企業データと、日本企業データが異なる点は２つある。第 1 に表中の“経営層の女性比率”は“女

性役員がいる企業ダミー”であり、第 2 に“管理職比率”の管理職は、部長と課長のみである。 

 

5.2 生産性分析の推定結果 

 表 5-2-1 が中国、表 5-2-2 は韓国であり、実証分析の結果を概観する。説明変数は、前節

の収益性分析と同様である。総体的にみて、生産性分析の説明変数のうち統計的有意な項

目は、中国では大幅に減少し、韓国は同程度に少ない。モデル自体の当てはまりをみるカ

イ二乗検定もすべてが高いとはいえない。なお本稿 4で既述のとおり、(ⅰ)ＧＤＭと(ⅲ)-1

の交差項を説明変数に含むモデルも推計した。但し、元の説明変数のみの結果と概ね同様

であったので、各表にこれらのモデルの結果は記載していない。また推定結果は、2 つの変

数間の因果関係を明らかにするものではなく、正の相関があるか、負の相関があるかとい

うことのみ言及できる。これらに留意しながら、次に各国の結果を検討する。 

まず中国において、（ⅰ）ＧＤＭのうち企業文化項目で、第 2次産業の結婚・妊娠・出産

Coef. P値 Coef. P値 Coef. P値 Coef. P値 Coef. P値

(ⅰ)-2

ＧＤＭ施策の一つで
ある企業文化醸成
の要素（性別役割

分業意識など）

①
女性正社員が結婚・妊娠・出産で退
職傾向がある企業ダミー

(=1) 0.31 0.445 0.31 0.496 0.30 0.717 0.15 0.801 0.52 0.224

（ⅱ） ＷＬＢ
女性が育児休業を取りやすい企業ダ
ミー

(=1) 0.26 0.566 -0.12 0.832 0.75 0.376 0.45 0.507 0.19 0.699

① 経営層の女性比率 ％ 0.44 0.518 0.72 0.318 -0.71 0.672 -0.32 0.750 1.64 ** 0.027
② 管理職の女性比率 ％ 4.43 0.295 3.02 0.499 9.56 0.385 5.84 0.394 1.02 0.807
③ 正社員の女性比率 ％ 0.40 0.791 -2.00 0.258 3.78 0.210 -0.29 0.900 1.59 0.307

① 女性正社員の勤続年数 年 -0.08 * 0.078 -0.06 0.187 -0.09 0.294 -0.08 0.161 -0.04 0.456
② 女性正社員の4年制大学以上卒業 ％ 0.00 0.964 -0.01 0.582 0.01 0.665 0.01 0.575 0.00 0.650

パート就業者比率 (=1) -0.01 0.274 0.00 0.734 -0.05 * 0.066 -0.01 0.277 -0.01 0.442

第2次産業ダミー (=1) 0.38 0.372 － － － － － － － －
300人以上規模企業ダミー (=1) 0.51 0.286 － － － － － － － －

定数項 2.06 *** 0.004 2.74 † 0.000 2.23 * 0.108 2.79 *** 0.006 1.57 ** 0.029

Number of obs 761 539 221 463 297
Adj R-squared 0.00001 -0.005 0.018 -0.005 0.010

（ⅲ）-1 ダイバーシティ

（ⅲ）-2
潜在的なダイバー

シティ

(ⅳ) 企業の基本属性

第3次産業
【日本：収益性（ROS）】 モデル

全体 中企業 大企業 第2次産業
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による就業中断傾向がないことと生産性の高さが正の相関がある。(ⅱ)ＷＬＢ施策の育児

休業の取り易さと生産性は、中企業でのみ相関が認められる。(ⅲ)ＤＭでは収益性分析の

結果と符号および有意性が概ね同じで、全体、特に中企業や第 3次産業の生産性は、経営

層の女性比率とは負の相関、“管理職の女性比率”とは正の相関が認められる。(ⅳ)基本属

性をみると、“株式会社”は全体、特に中企業や第 3次産業で生産性が高い。 

次に韓国では、(ⅰ)-1.ＧＤＭのうち“ＣＳＲ部門設置企業”であることと生産性の関係

をみると、第 2次産業で負の相関があり生産性が低いのに比べ、第 3次産業では生産性が

高い。(ⅰ)-2.ＧＤＭの企業文化的背景は、全般的に“女性の就業中断傾向”が低いことと

生産性の高さに相関が認められる。大企業では、“人事担当者が女性の長期継続就業意欲は

相対的に低いと捉えていること”と高い生産性に相関があり、ＷＬＢ施策の育児休業が取

り易い企業で生産性は高いことが分かる。(ⅲ)-1.ＤＭでは、“経営層の女性比率”が高い

企業のほうが生産性は低く、第 3次産業では“管理職の女性比率”が高いほど生産性は高

い。ＷＬＢ施策の育児休業制度については、取得しやすい大企業で生産性が高い。(ⅳ)企

業の基本属性のうち、“資産総額の自然対数と女性比率の交差項”をみると、同様に負の値

を取る。したがって、総資産の高い企業が余裕をもって女性を雇用して生産性を高めてい

るとは必ずしも言えない。 

韓国のＡＡ制度は、既述のように従業員 500 人以上規模の大企業で適用されており、本

稿のデータ分類「大企業」に含まれるため結果を検証する。大企業において生産性の高さ

との相関をみると、“人事担当者が女性の長期継続就業意欲は相対的に低いと捉えているこ

と”、および“ＷＬＢ施策の育児休業が取り易い企業”は、生産性が高いことが分かる。他

の項目の影響は認められなかった。 

 まとめとして中国および韓国の全体モデルの結果をみると、韓国における企業文化的背

景の一つである“女性の就業中断傾向”が弱くなっている企業で高い生産性が認められる。

特に大企業では、“人事担当者が女性の長期継続就業意欲が相対的に低いため女性管理職が

少ないこと”は高い生産性と相関がある。中韓共に“経営層の女性比率”が高い企業のほ

うが生産性は低く、中国では“管理職の女性比率”が高いほど生産性も高い。また“ＷＬ

Ｂ施策の育児休業が取り易い企業”で生産性が高いのは、中国では中企業、韓国は大企業

である。中国では国有企業、国有企業グループ、あるいは国家の影響が相対的に強い大企

業に比べて、市場経済の影響がより強いと考えられる中企業のほうが柔軟な制度運営がで

きるのかもしれない。一方、韓国では大企業のほうが経営上、余裕をもって制度運営がで

きるといえるのではなかろうか。 
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表 5-2-1 生産性分析の推定結果（全要素生産性、中国） 

 

注 1：被説明変数を付加価値ベースの全要素生産性として、Tobit モデルで推定する。 

注 2：†，***，**，*は，各 0.1％，1％，5％，10％で統計的有意であることを示す。同 10％以下の係数は、太字で緑

マーカーを付している。 

注 3：地域ダミーのベースカテゴリーは，北京市ダミーである。 
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表5-2-2 生産性分析の推定結果（全要素生産性、韓国） 

 

注 1：被説明変数を付加価値ベースの全要素生産性として、Tobit モデルで推定する。 

注 2：†，***，**，*は，各 0.1％，1％，5％，10％で統計的有意であることを示す。同 10％以下の係数は、太字で緑

マーカーを付している。 

注 3：地域ダミーのベースカテゴリーは、仁川市およびその他都市ダミーである。 
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６．韓国の積極的雇用改善措置制度が雇用者および管理職の女性比率に及ぼす影響13 

 本章の目的は、既述の日本における経済面での女性活躍ためのヒントを探るため、韓国

の「積極的雇用改善措置」（以下、「ＡＡ制度」（アファーマティブ・アクション：Affirmative 

Action）と略して用いる）を概観し分析することである。6.1で韓国のＡＡ制度、および目

的は異なるが日本で類似する現行制度である「次世代育成支援対策推進法」を概観し、6.2

では制度の実状を数値データで確認し、6.3はＡＡ制度が企業の女性活用に及ぼす影響と、

今後の可能性を分析することを通じて、日本における同様の課題への示唆を与える。 

本章で用いる言葉についてまとめる。これまで正社員としてきたものは雇用者あるいは

雇用労働者を用いる。理由は、ＡＡ制度の対象が常時雇用労働者であるため、これに合わ

せた。また本章では、管理者あるいは管理職を混在して用いているが、いずれも同じ定義

であり、実態として指揮・命令、人事考課、決済の権利を有する者をいう。 

 

6.1 韓国のＡＡ制度、および日本の「次世代育成支援対策推進法」の概要 

韓国は、日中韓3カ国のなかで も少子化が進んでいる。2012年の合計特殊出生率は1.30

で、日本や中国全体よりも小さい14。そのため2030年頃におよそ5千万人をピークに人口が

減少することが予測されている。また、女性の就業率は3カ国で も低く、ＧＧＧＩの経済

分野の世界順位は136カ国中111位でＯＥＣＤ諸国では 下位である[石塚(2014a)]。 

韓国では、1987 年 12 月に「男女雇用平等法」が施行され、2001 年の改正により男女全

ての労働者を対象に育児休業制度が付与された。さらに 2006 年 3 月、同法においてＡＡ制

度が施行される。主たる目的は、韓国で進む少子・高齢化に伴う国際競争力の低下を阻止

するため、経済面では充分に活用されていない女性を活用していくことである。翌年 12 月

に「男女雇用平等法」は「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」（Act on Equal 

Employment and Support for Work-Family Reconciliation）と改名され、男女の就業など

の男女格差を是正する規定を施行している。 

韓国のＡＡ制度は15、同じ業種の他社と比べ女性の常時雇用労働者数が顕著に少ないか、

同様に女性管理者比率が低い企業に対し「間接差別」の兆候があるとみなし、全ての人事

管理段階を点検し改善策を実行するように要請するものである。したがって達成基準率は、

同業の平均値の 60％を満足していることになる。対象企業は、3月末までに「女性雇用改

善計画」を提出する。2006 年の導入時は常時雇用労働者 1,000 人以上の事業所および政府

                                                  
13 本稿の第 6.1 節および第 6.2 節は、石塚(2014a)に基づいて記述している。 
14 中国都市部に限定すると、韓国の少子化よりも中国都市部の少子化のほうが進んでいる可能性が高い

[石塚(2014a, 第 2.3 節]。 
15 ＡＡ制度の詳細は、主として韓国雇用労働部(2012)第Ⅱ部.男女雇用平等政策、第 2章.積極的雇用改善

措置による。当該制度における管理者とは、職位とは必ずしも一致するものではなく、実態として指揮・

命令、人事考課、決済の権利を有する者をいう。制度運営の実情については、高安雄一氏(大東文化大学)

にご教示いただいた。記して感謝申し上げる。 
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関連機関に義務づけられ、対象となる事業所は 2006 年に韓国全体で 546 社、2007 年は 613

社であった。2008 年 3 月には適用対象が 同 500 人以上に拡大され、2008 年は 1,425 社、

2009 年 1,607 社、2010 年 1,576 社、2011 年 1,547 社で推移している。対象企業の事業所、

政府投資機関、および政府機関は、第 1段階として 3月末までに職種別・職位別・男女別

の「男女勤労者現況」を政府に報告する義務があり、第 2段階は女性雇用基準に達してい

ない場合は「積極的雇用改善措置施行計画」を翌年 3月までに提出し、第 3段階では政府

が「施行計画」の適性性および移行実績を評価して「優秀企業」には行政的、財政的支援

をおこない、不振企業には移行指導を実施する。 

一方、日本においては、目的は異なるものの、韓国のＡＡ制度に先立ち、2003 年に常時

雇用労働者 301 人以上の一般事業主、特定事業主、および市町村・都道府県の自治体を対

象として「次世代育成支援対策推進法」が施行されている。基本理念は、「次世代育成支

援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、

家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う

喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。」とある（厚生労

働省ＨＰ）。当初、「行動計画」の届出義務は、常時雇用労働者 301 人以上の事業主およ

び自治体であったが、2011 年 4 月には同 101 人以上に拡大された。2013 年 6 月現在、常時

雇用労働者 101 人以上の一般事業主行動計画策定届提出企業数は 67,177 社で、うち厚生労

働省による認定企業数は 1,588 社である。2015 年 3 月までの時限立法であったが、2014 年

2 月に 10 年延長されることが閣議決定された。 

 

6.2 データでみる韓国のＡＡ制度の実状 

 図 6-2-1 は、韓国の雇用労働部が発表した 2006 年から 2011 年までの、規模別の対象企

業における女性常時雇用労働者比率・女性管理者比率・女性役員比率の推移である。既述

のように 2008 年のＡＡ制度の変更に伴い、対象企業が 500-999 人規模企業に拡大された。 

当該制度の数値目標は、業種・規模別の平均の 6割なので、未達成企業が達成企業に転

向することにより、翌年に目標となる数値は上がる。基準となる数値、および各女性比率

の分布の中央値が逓増していくことになる。 

ＡＡ制度が数値目標を設けて対象としているのは、常時雇用労働者および管理者の女性

比率である。然しながら、図 6-2-1 をみると、役員の女性比率も増加している。したがっ

てＡＡ制度は、常時雇用労働者、管理者、さらには役員における女性比率の拡大という点

で、一定の効果を有している可能性が考えられる。 
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図 6-2-1 韓国「積極的雇用改善措置」対象企業の女性雇用労働者比率・女性管理者比率・

女性役員比率の推移（韓国政府統計、企業規模別、2006 年～2011 年）（単位：％） 

 
データ出所：韓国雇用労働部(2012)表Ⅱ-2-5,表Ⅱ-2-6 の数値を、筆者が図示した。 

注１． 図中の数値は、規模別にみるＡＡ制度対象企業の平均値とある。 
注２． 雇用労働者は、常時雇用労働者のことである。 
注３． 2008 年のＡＡ制度の変更に伴い、対象企業が 500-999 人規模企業に拡大された。したがって、当該規模の 2007

年までの数値は無い。 

 

 それでは、ＡＡ制度の対象企業のうち、どれくらいが基準を達成しているのか。図 6-2-2 

は、全対象企業の(1)女性常時雇用労働者・(2)女性管理者の基準達成企業および未達企業

の 2006 年から 2011 年までの推移を企業規模別に図示したものである。2011 年で全対象企

業の半数弱が両基準を達成している。未達成企業をみると、雇用労働者比率のみ未達成の

ほうが、管理者比率のみ未達成というより多い。管理者の女性比率の達成のためには、候

補者の女性がいれば問題ないが、そうでなければ人的資本の質などが同程度の女性を男性

に優先して昇進させるか、就業年数が短い雇用労働者を抜擢するか、あるいは社外から採

用するという方法がある。石塚(2014a)によると、韓国では係長クラスでは勤続年数も必要

とされる要因であり、課長クラスは部下の管理・育成能力を第 3次産業の大企業の 40％強

が も必要な能力としており、これらの要件は時間を要するものである。したがって、Ａ

Ａ制度の基準を達成するためには、新たな管理職像が必要と考える。 

 1000 人以上規模企業の両基準達成率のほうが、500-999 人規模よりも 5ポイントから 10

ポイント高い。つまり小規模企業のほうが、基準達成は困難な傾向が認められる。但し、

図 6-2-2 をみると、500-999 人規模の対象企業数自体が減少していることは、検討が必要で

あろう。また、当該図では分けておらず含まれているが、2011 年で全対象企業 1,547 社中

に含まれる 245 の公共機関（中央政府および地方政府と関連機関）は、民間機関よりはす

べての数値が低い[韓国雇用労働部 (2012,表Ⅱ-2-5)]16。したがって、公共部門の低い数値

                                                  
16 例えば、2011 年の公共機関における、女性常時雇用比率は 1000 人以上規模で 29.95％、500-999 人規模
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が、全体の数値を引き下げることになっている。公共部門が率先して結果を出すことによ

り、民間部門に適切な影響を及ぼすということも望まれる。 

 

図 6-2-2 韓国「積極的雇用改善措置」対象企業の女性雇用・女性管理者の基準達成・ 

未達企業の推移（韓国政府統計、企業規模別、2006 年～2011 年）（単位：社、％） 

 

データ出所：韓国雇用労働部(2012) 表Ⅱ-2-1,表Ⅱ-2-4 の数値に基づき、筆者が計算して図示した。 

注 1．雇用労働者は、常時雇用労働者のことである。 

注 2．2008 年のＡＡ制度の変更に伴い、対象企業が 500-999 人規模企業に拡大された。したがって、当該規模の 2007 年

までの数値は無い。 

 

 ＡＡ制度はどれくらい認知度があり、個々の韓国企業はどのように捉えているのだろう

か。韓国女性家族部が実施した、ＡＡ制度の認知度および企業の意見に関する調査結果を、

表 6-2-3 にまとめた。回答は、“5：非常にそう思う”、“3：どちらともいえない”、“1:まっ

たくそう思わない”の、5 つの回答項目から 1 項目を選択する方法である。したがって、5

に近いほど“非常にそう思う”ということを意味する。表では、3.5 以上を太字にし、4.0

                                                                                                                                                  
では 31.63％、女性管理者比率が同 11.25％、10.28％である。 

右の軸：

(1)(2)両方の

基準達成企業

割合（％） 
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以上は青いマーカー、3.5 から 3.9 にはオレンジのマーカーを付した。“(1)ＡＡ制度の認知

度と自社の行動”のうち、“①ＡＡ制度が何であるか知っている”では、対象企業外の 100-299

人規模企業が 3.2 で認知度が低い。“②ＡＡ制度により女性採用比率を高めるために努力し

ている”のは対象企業の 500 人規模企業以上であり、対象外企業では 2.6 などと低い。③

女性の管理職登用に至っては、傾向が強まり 2.4 などでさらに低くなる。また大半の企業

は、“(2)ＡＡ制度に関する意見”をみると、①女性雇用管理改善への実効性、②女性人材

に関する差別解消、および④女性人材のための企業自発的投資の活性化、への波及は期待

できないとしている。但し、従来から女性従業員が多い卸・小売業でのみ、いくらか期待

しているようである。総ての企業が強く同意しているのは、“③ＡＡ制度と並行して、仕事

と家庭の両立支援に対する企業、政府の積極的努力と参加がより一層重要”という。すな

わち、真の女性活用には、労働需要面の企業だけでなく、労働供給側の家庭、および市場

全体に影響をもつ政府の主導を重視していると韓国企業は考えているということが分かる。 

 

表 6-2-3 韓国「積極的雇用改善措置制度」の認知度と意見（韓国政府統計） 

 
データ出所：韓国女性家族部 女性政策局 女性人材開発課（2010 年調査）. http://kosis.kr 

注 1．回答は、1から 5 の 5つの回答項目から 1項目を選択する方法である。ここで、5：非常にそう思う、3：どちらと

もいえない、1:まったくそう思わない、を意味する。 

注 2.太字は 3.5 以上に、青いマーカーは 4.0 以上、オレンジのマーカーは 3.5 から 3.9 の数値に付した。 

 

6.3 ＡＡ制度が企業の女性活用に及ぼす影響の分析 

まず、ＡＡ制度が企業の女性活用に及ぼす影響を分析した先行研究は複数ある[韓国労働

研究院(2006); ソン(2012); キム・チェ・ソン(2012)]。韓国労働研究院(2006)などは制度

①AA制度
が何である
か知ってい

る

②自社はAA制度
により女性採用
比率を高めるた
めに努力してい

る

③自社はAA制度
によって女性人
材の昇進比率を
高めるために努

力している

①AA制度は女性
雇用管理改善に

実効性がある

②AA制度により
女性人材に関す
る差別が解消さ

れるだろう

③AA制度と並行して、
仕事と家庭の両立支援
に対する企業、政府の
積極的努力と参加がよ

り一層重要だ

④AA制度導入に伴い、
女性人材のHRD/ HRM
に関する企業の自発的
投資が活性化するだろ

う

全体 269 100 4.1 3.5 3.4 2.9 2.9 4.0 3.1

製造業 121 45 4.2 3.4 3.4 2.7 2.8 4.0 3.0

卸・小売業 23 9 4.2 4.0 3.9 3.8 3.4 4.2 3.6
金融業 43 16 3.9 3.5 3.3 2.8 3.0 4.0 3.0

事業サービス業 82 30 3.9 3.8 3.5 3.2 3.2 3.7 3.3

100-299名 145 54 3.2 2.6 2.4 1.7 3.0 3.7 2.2

300-999名 77 29 4.2 3.4 3.3 2.9 2.8 4.1 3.1

1000名以上 47 17 4.1 3.8 3.7 3.0 3.0 3.9 3.2

10％未満 49 18 4.3 3.3 3.2 2.8 3.0 4.0 3.0

10～19％ 73 27 4.1 3.6 3.5 2.8 2.8 3.9 3.2

20～29％ 47 17 4.1 3.4 3.3 2.9 2.7 4.0 3.0

30～39％ 43 16 3.9 3.8 3.4 3.0 2.9 3.9 2.7

40％以上 57 21 3.9 3.9 3.8 3.1 3.1 4.0 3.2

割合
(％)

業種

規模

正社員
の女性
比率

（１）ＡＡ制度の認知度と自社の行動 （２）ＡＡ制度にかんする意見

度数
(社)
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導入前にＡＡ制度の効果を検討している。ソン(2012)は、ＷＰＳ（韓国労働パネルデータ）

2005 年から 2009 年を用いてＯＬＳや２ＳＬＳ法により、女性常時雇用労働者基準がＲＯＡ

（総資産利益率）と負の相関があることを導出している。但し、他のＲＯＳ（売上高利益

率）やＲＯＥ（自己資本利益率）などとの相関は認められない。また制度導入前の 2005 年

と導入後の 2009 年の 2時点を、制度対象グループと非対象グループに分けた分析などをお

こない、前者のほうが常時雇用労働者や管理者の女性比率基準をさらに上回る行動をとっ

たことを導出している。キム・チェ・ソン(2012)は、ＷＰＳを用いてＡＡ制度の 3項目を

点数化して変数を加工し、両者が当期売上げと相関をもつが、営業利益や売上高との関係

は確認できないという。 

 

次に、ＡＡ制度が企業の女性活用や収益に及ぼす影響を分析する。推定モデルは、 

 

Ｄi＝β0＋ROAi・β1＋GDMij・βj＋WLBiｋ・βｋ＋DMim・βｋm＋COiｎ・βｎ＋u  （式6-3-1） 

 

である。ここで、Ｄの説明変数は(1)女性雇用者比率達成済のうち、500 人以上（制度適用

企業）および 499 人以下（制度適用外企業）規模企業であれば“1”、(2)制度適用外であ

るが、女性雇用者比率 20％以上達成済みの 499 人以下規模企業であれば“1”、(3) 制度適

用外であるが、女性雇用者比率 20％以上達成済および 5年以内に達成可能な 499 人以下規

模企業であれば“1”、それ以外は“0”の値を取る。説明変数は、原則として本稿の収益

性分析および生産性分析と同じである。本分析では、収益性との関連をみるための営業利

益ベースのＲＯＡを加え、Probit モデルを分析する。なお本稿 4で既述のとおり、(ⅰ)Ｇ

ＤＭと(ⅲ)-1 の交差項を説明変数に含むモデルも推計した。但し、元の説明変数のみの結

果と概ね同様であったので、各表にこれらのモデルの結果は記載していない。また推定結

果は、2 つの変数間の因果関係を明らかにするものではなく、正の相関があるか、負の相関

があるかということのみを言及できる。 

 

 表 6-3-1 は韓国企業における女性雇用者ＡＡ制度、表 6-3-2 は同じく女性管理職に関す

る推定結果を表したものである。本データのうち、制度適用外で既に女性雇用者比率を達

成している企業は約 50％で、同じく女性管理職比率については 40％台半ばである[石塚

(2014a,第 3.5 章)]。 

まず、表 6-3-1 で女性雇用者ＡＡ制度についてみる。モデル(1)の主として制度対象企業、

およびモデル(2)現行制度では対象外企業であるが既に現行基準を達成済み企業、の結果を

比べると、概ね同じ変数が有意であることが分かる。然しながら、モデル(3)主として現行

制度では対象外企業であるが 5 年以内に達成可能企業の結果は、明らかに異なる。このこ

とから、企業規模に関わらず現行基準を達成している企業は、ＧＤＭやＤＭなどに関する

特性が現行制度対象企業と似通っているといえる。 
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モデル(1)および(2)の結果をまとめて検討する。ＲＯＡは有意ではなく、相関があると

はいえない。(ⅰ)ＧＤＭのうち“女性活用推進が戦略的課題第 10 位以内”であり、“女性

正社員に就業継続傾向がある企業”といえる。(ⅲ)制度適用外であっても既に女性雇用者

比率が要件を満たしている企業では、制度適用企業同様“管理職の女性比率”も有意に高

い。また“女性正社員の 4 年制大学卒業以上割合”も高い。(ⅳ)さらに“パート就業者比

率”の低い企業であり、第 2次産業で多いことが分かる。一方、モデル(3)をみると、(ⅰ)

ＧＤＭのうち統計的有意な項目は無く、(ⅲ)“管理職の女性比率”も有意に低く、(ⅳ)第 2

次産業で少ないことが分かる。 

すなわち、女性雇用者の基準達成企業と、達成していない企業には、明らかな傾向の違

いがあることが分かる。 

 

次に、表 6-3-2 で女性管理職ＡＡ制度についてみる。女性雇用者の推定結果同様、モデ

ル(1)の主として制度対象企業、およびモデル(2)現行制度では対象外企業であるが既に現

行基準を達成済み企業、の結果を比べると、概ね同じ変数が有意であることが分かる。然

しながら、モデル(3)主として現行制度では対象外企業であるが 5年以内に達成可能企業の

結果は、明らかに異なる。このことから、企業規模に関わらず現行基準を達成している企

業は、ＧＤＭやＤＭなどに関する特性が現行制度対象企業と似通っている。 

モデル(1)および(2)の結果をまとめて検討する。ＲＯＡは有意ではなく、相関があると

はいえない。(ⅰ)ＧＤＭのうち“女性活用推進が戦略的課題第 10 位以内”であり、“ＣＳ

Ｒ部門設置企業”といえる。(ⅱ)ＷＬＢ施策としての育児休業は取り易い企業のようであ

る。(ⅲ)制度適用外であっても既に女性管理職比率が要件を満たしている企業では、制度

適用企業同様“女性雇用者の比率”も有意に高い。然しながら予想に反して、(ⅲ)-2.潜在

的なＤＭのうち、“女性正社員の勤続年数”は短く、“女性正社員の 4 年制大学卒業以上割

合”も低い。女性管理職数の基準達成企業は、先の女性雇用労働者数の基準達成企業とは

異なる傾向があるといえる。女性雇用者を増やすためには採用を増やせばよいが、管理職

は一定の経験を必要とする。表 6-2-3 に関して既述したように、「女性人材の昇進比率を高

めるために努力」して社内登用するだけでなく、上位管理職などは、社外からの抜擢もあ

ると考えられる。 

 まとめると、現在、ＡＡ制度適用の 500 人規模企業以上から、300 人規模企業以上に拡大

するとしても、一定の成果は得られると期待できる。本章の検証で明らかなように、制度

適用外であっても既に基準を達成している企業の特徴は、制度適用企業と非常に似通って

いるからである。但し、現在は制度適用外で“5年以内に基準達成予定”の未達成の企業で

は、明らかに傾向が異なることが分かった。制度適用外であっても未達成企業にとって、

ロールモデルといえる基準達成企業が実施している方法を周知していくことで、達成率は

拡大していくと考えられる。併せて、表彰制度や「くるみん」マーク認定などにより、こ

れらの企業事情を紹介していくことは有意義といえよう。 
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 本章 6.1 で、日本の「次世代育成支援対策推進法」を類似する制度として概観した。目

的は異なるが、韓国のＡＡ制度を日本の当該制度に応用していくことは可能である。一方、

日本における 近の動向としては、経団連が加盟企業を対象に女性の管理職登用に関する

「自主行動計画」を作成するように要請する方針を固めた17。いずれにしても、個々の企業

が変わっていかなければ、個々の男女就業者や、全体が変わるのは難しいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
17一般社団法人 日本経済団体連合会の略称。ＨＰによると、日本における大規模企業 1,300 社、製造業

やサービス業等の主要な業種別全国団体 121 団体、地方別経済団体 47 団体などで構成されている(2013 年

7 月現在)。経団連は、2013 年 4 月に安倍首相が全上場企業において役員に 低 1 人の女性を登用するよう

に経済界首脳に要請したことを受け、2014 年 4 月に方針を決定する予定という。 
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表 6-3-1 韓国企業における女性雇用者ＡＡ制度の推定結果 

 

注 1：被説明変数を“女性雇用者ＡＡ関連”の項目について“1”あるいは“0”として、probit 分析で推定する。 

注 2：†，***，**，*は，各 0.1％，1％，5％，10％で統計的有意であることを示す。同 10％以下の係数は、太字で緑

マーカーを付している。 

注 3：地域ダミーのベースカテゴリーは，仁川市およびその他地域ダミーである。 

 

P値 dy/dx P値 dy/dx P値 dy/dx

％ -0.002 0.386 -0.0005 0.002 0.598 0.0004 -0.002 0.624 -0.0004

①
女性活用推進が戦略的課題第10位
以内の企業ダミー

(=1) 0.431 ** 0.041 0.123 0.490 ** 0.034 0.136 -0.120 0.639 -0.027

②
女性従業員採用を増やそうとしてい
る企業ダミー

(=1) 0.029 0.889 0.008 0.002 0.994 0.0005 0.278 0.231 0.063

③ CSR部門を設置している企業ダミー (=1) -0.259 0.234 -0.074 -0.322 0.176 -0.089 0.233 0.379 0.053

①
女性正社員が結婚・妊娠・出産で退
職傾向がある企業ダミー

(=1) -0.385 * 0.081 -0.110 -0.606 *** 0.016 -0.168 0.152 0.537 0.035

②
人事担当者が、一般に女性は長期
働き続ける意欲が低い人が多いので
管理職が少ないと考えているダミー

(=1) 0.195 0.321 0.056 0.260 0.229 0.072 -0.090 0.695 -0.020

③
人事担当者が、一般に男性は家事・
育児・介護の負担がないので管理職
が多いと考えているダミー

(=1) 0.339 0.137 0.097 0.269 0.271 0.075 0.055 0.841 0.012

（ⅱ） WLB施策
女性が育児休業を取りやすい企業ダ
ミー

(=1) 0.422 0.213 0.121 0.439 0.221 0.122 -0.022 0.950 -0.005

① 経営層の女性比率 ％ -0.627 0.466 -0.179 -0.797 0.392 -0.221 -0.160 0.871 -0.036
② 管理職の女性比率 ％ 2.726 † 0.000 0.780 2.402 † 0.003 0.667 -3.038 *** 0.005 -0.691

① 女性正社員の勤続年数 年 -0.012 0.704 -0.003 -0.019 0.572 -0.005 0.021 0.553 0.005

② 女性正社員の4年制大学以上卒業 ％ 0.018 † 0.000 0.005 0.030 † 0.000 0.008 0.002 0.752 0.000

パート就業者比率 ％ -1.505 0.136 -0.430 -2.307 * 0.074 -0.641 -1.346 0.301 -0.306
ソウル市ダミー (=1) 0.245 0.295 0.070 0.387 0.118 0.107 0.226 0.413 0.051
京幾道市ダミー (=1) 0.167 0.627 0.048 0.219 0.541 0.061 0.233 0.555 0.053
第2次産業ダミー (=1) 0.306 0.157 0.088 0.565 ** 0.022 0.157 -0.432 * 0.084 -0.098

定数項 -1.691 † 0.000 ― -1.846 † 0.000 ― -0.788 0.126 ―

Number of obs 243 212 212
LR chi2 90.28 † 84.10 † 18.83
Pseudo R2 0.270 0.290 0.098
Log likelihood -122.00 -102.77 -87.17

モデル (1) (2) (3)

被説明変数（女性雇用者AA関連）

女性雇用者比率達成済の、500人以
上および499人以下規模企業（=1）

女性雇用者比率20％以上達成済み
の499人以下規模企業（=1）

女性雇用者比率20％以上達成済お
よび5年以内に達成可能な499人以

下規模企業（=1）
Coef. Coef. Coef.

(ⅳ)

ダイバーシティ

潜在的なダイバー
シティ

企業の基本属性

ROA（営業利益ベース）

（ⅰ）-1
GDM（ジェンダー・
ダイバーシティ経

営）施策

（ⅰ）-2

ＧＤＭ施策の一つ
である企業文化醸
成の要素（性別役
割分業意識など）

（ⅲ）-1

（ⅲ）-2
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表 6-3-2 韓国企業における女性管理職ＡＡ制度の推定結果 

 

注 1：被説明変数を“女性雇用者ＡＡ関連”の項目について“1”あるいは“0”として、probit 分析で推定する。 

注 2：†，***，**，*は，各 0.1％，1％，5％，10％で統計的有意であることを示す。同 10％以下の係数は、太字で緑

マーカーを付している。 

注 3：地域ダミーのベースカテゴリーは，仁川市およびその他地域ダミーである。 

 

P値 dy/dx P値 dy/dx P値 dy/dx

％ -0.0001 0.937 -0.00004 0.001 0.809 0.0002 -0.001 0.747 -0.0003

①
女性活用推進が戦略的課題第10位
以内の企業ダミー

(=1) 0 .364 * 0.076 0 .109 0 .408 ** 0.059 0.127 -0.109 0.634 -0.029

②
女性従業員採用を増やそうとしてい
る企業ダミー

(=1) -0.129 0.519 -0.038 -0.011 0.959 -0.003 0.130 0.554 0.035

③ CSR部門を設置している企業ダミー (=1) 0 .429 ** 0.058 0 .128 0 .456 ** 0.052 0.142 -0.208 0.379 -0.055

①
女性正社員が結婚・妊娠・出産で退
職傾向がある企業ダミー

(=1) 0.189 0.355 0.056 0.174 0.422 0.054 -0.154 0.513 -0.041

②
人事担当者が、一般に女性は長期
働き続ける意欲が低い人が多いので
管理職が少ないと考えているダミー

(=1) 0.203 0.282 0.061 0.212 0.289 0.066 0.133 0.532 0.036

③
人事担当者が、一般に男性は家事・
育児・介護の負担がないので管理職
が多いと考えているダミー

(=1) 0.028 0.903 0.008 0.044 0.852 0.014 0.219 0.390 0.058

（ⅱ） WLB施策
女性が育児休業を取りやすい企業ダ
ミー

(=1) 0 .627 * 0.089 0 .187 0 .598 * 0.106 0.186 0.351 0.348 0.094

① 経営層の女性比率 ％ 0.159 0.831 0.048 -0.170 0.829 -0.053 -0.431 0.598 -0.115

③ 正社員の女性比率 ％ 2.636 † 0 .000 0 .786 2 .187 † 0.000 0.680 -0.604 0.349 -0.161

① 女性正社員の勤続年数 年 -0.080 ** 0.026 -0.024 -0.060 * 0.095 -0.019 0.031 0.364 0.008

② 女性正社員の4年制大学以上卒業 ％ -0.009 ** 0.044 -0.003 -0.004 0.530 -0.001 0.006 0.388 0.001

パート就業者比率 ％ -1.015 0.299 -0.303 -0.847 0.439 -0.263 -1.954 0.133 -0.521

ソウル市ダミー (=1) 0.008 0.975 0.002 0.095 0.697 0.030 0.449 * 0.103 0 .120

京幾道市ダミー (=1) 0.082 0.815 0.024 0.061 0.865 0.019 0.361 0.339 0.096

第2次産業ダミー (=1) -0.055 0.784 -0.016 0.040 0.848 0.013 -0.220 0.324 -0.059

定数項 -1.632 † 0 .001 ― -1.818 † 0.000 ― -1.409 *** 0.005 ―

Number of obs 243 212 212

LR chi2 61.44 † 47.08 † 11.86

Pseudo R2 0.193 0.168 0.056

Log likelihood -128.36 -116.46 -100.98

(ⅳ)

被説明変数（女性管理職AA関連）

女性管理職比率達成済の、500人以
上および499人以下規模企業（=1）

女性管理職比率10％以上達成済み
の499人以下規模企業（=1）

Coef. Coef.

企業の基本属性

ROA（営業利益ベース）

モデル

（ⅰ）-1
GDM（ジェンダー・
ダイバーシティ経

営）施策

（ⅰ）-2

ＧＤＭ施策の一つ
である企業文化醸
成の要素（性別役
割分業意識など）

（ⅲ）-1 ダイバーシティ

(1) (2) (3)

（ⅲ）-2
潜在的なダイバー

シティ

女性管理職比率10％以上達成済お
よび5年以内に達成可能な499人以

下規模企業（=1）
Coef.
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７．まとめ 

本稿の目的は、女性の活用に関して共通点のある中国企業や韓国企業を対象に、職場で

の女性の活躍と、収益性および生産性との関係を、全体・業種別・企業規模別に分けて統

計的に明らかにすることである。また、韓国の積極的雇用改善措置（ＡＡ）制度により、

女性雇用者割合および女性管理職割合の基準を達成している企業の特徴を確認して、日本

において同比率拡大の参考にしていく。なお、本稿の分析結果は、因果関係につしては言

及しておらず、両者の間に正あるいは負の相関があるか、あるいは相関が認められないか

についてのみ解説する。太字は正か負の因果関係があり、アンダーラインを付したものは

正の相関があるということである。 

まず、収益性分析の結果を列挙する。ＧＤＭ（Gender Diversity in Management）につ

いては、①“女性従業員採用を増やそうとしている企業”は、中国では中企業や第 3 次産

業で、韓国は第 2 次産業や大企業において、高収益と相関がある。また②“ＣＳＲ部門が

ある企業”すなわち女性就業者を含む多様なステイクホルダーを意識している可能性のあ

る企業は収益が高く、特に中国は中企業、韓国は第 3 次産業で有意である。韓国において

は、ＧＤＭ施策の一つである企業文化醸成と関係する③“女性の就業中断傾向”が低い企

業ほど収益が高い。一方、④“人事担当者が男性は家事・育児・介護の負担がないので管

理職が多い”と捉えている企業をみると、韓国の第 2 次産業では収益率が高い。逆に中国

の全体、特に中企業や第 3 次産業では収益率が低い。背景として、中国は計画経済で女性

雇用を進めた土壌があり、日本や韓国と異なり“企業文化の醸成”が女性雇用を妨げる要

因と回答した企業割合が相対的に低いことと整合的である[石塚(2014a,表 3-2-3)]。⑤ＷＬ

Ｂ施策の育児休業の取り易さについては、日中韓共に統計的有意ではなかった。⑥ダイバ

ーシティ（多様性）についてみると、中国では“管理職の女性比率”が高いほど収益性は

高く、“経営層の女性比率”は高いほど収益性が低い。⑦中国の第 2次産業、および韓国の

大企業と第 2次産業において、“正社員の女性比率”が高いほど収益は低い。日本では、“経

営層の女性比率（日本は、女性役員がいる企業ダミー）”が第 3次産業で収益と正の相関が

ある。他に各国の背景を反映したものとして、現在の中国の“株式会社”は相対的に高収

益である。また韓国における“パート比率”の高い企業も収益は高い。 

次に、生産性分析の結果を列挙する。①韓国においてＧＤＭ施策の一つである企業文化

の醸成と関係する“女性の就業中断傾向”が低い企業で高い生産性が認められる。②大企

業では、“人事担当者が女性の長期継続就業意欲が相対的に低いため女性管理職が少ないこ

と”は高い生産性と相関がある。③中韓共に“経営層の女性比率”が高い企業のほうが生

産性は低く、中国では“管理職の女性比率”が高いほど生産性も高い。また④“ＷＬＢ施

策の育児休業が取り易い企業”で生産性が高いのは、中国では中企業、韓国は大企業であ

る。中国では国有企業、国有企業グループ、あるいは国家の影響が相対的に強い大企業に

比べて、市場経済の影響がより強いと考えられる中企業のほうが柔軟な制度運営ができる

のかもしれない。一方、韓国では大企業のほうが経営上、余裕をもって制度運営ができる
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といえるのではなかろうか。 

後に、韓国のＡＡ制度についてみる。“女性雇用者比率要件”については、制度適用外

の規模企業であっても既に女性雇用者比率が要件を満たしている企業では、制度適用規模

企業同様、ＧＤＭのうち“女性活用推進が戦略的課題第 10 位以内”であり、“女性正社員

に就業継続傾向がある企業”といえる。“管理職の女性比率”および“女性正社員の 4 年制

大学卒業以上割合”も高い。さらに“パート就業者比率”の低い企業であり、第 2 次産業

に多い。また、“女性管理職比率要件”については、同様にＧＤＭのうち“女性活用推進が

戦略的課題第 10 位以内”であり、“ＣＳＲ部門設置企業”といえる。ＷＬＢ施策としての

育児休業は取り易い企業である。“女性雇用者の比率”も有意に高い。但し、“女性正社員

の勤続年数”は短く、“女性正社員の 4年制大学卒業以上割合”も低い傾向の企業といえる。

女性雇用者を増やすためには採用を増やせばよいが、管理職は一定の経験を必要とする。

「女性人材の昇進比率を高めるために努力」して社内登用するだけでなく、上位管理職な

どは、社外からの抜擢も考えられる。なお、女性雇用者および女性管理職の基準達成企業

のいずれも、ＲＯＡは有意ではなく、相関があるとはいえない。 

今後、従業員規模を拡大したとしても、現在のように雇用者あるいは管理職の女性比率

は逓増していくと予想できる。また、既に基準を達成している企業の実情を一般に紹介し

ていくことは効果的といえよう。 

 

 日本企業および政策へのインプリケーションを挙げる。日本、中国、および韓国は、企

業の社風や環境が異なることは前提としてある。然しながら、企業収益や生産性の高い企

業には共通点があることが導出された。１）管理職の女性割合が高いこと、２）女性の就

業継続傾向が確認できること、３）育児休暇の取りやすさは、収益性とは相関は認められ

なかったが、生産性とは正の相関があること、４）“ＣＳＲ部門設置企業”は、産業や企業

規模によっては収益が高いこと、５）女性の採用を増やそうとしている企業は、収益が高

い事、６）日本は女性役員が一人でもいる企業で収益が高い、但し中国と韓国では経営層

の女性比率をみると低いほうが収益・生産性ともに高いこと18、である。これらの項目は、

人口減少が進む日本においてグローバル化を考慮した場合、企業収益や生産性に貢献する

のではないだろうか。またＧＤＭが実現された企業は男女共に活躍できるだけでなく、若

年層などにとっても活躍できる“ダイバーシティ”が実現された企業となるであろう。 

そのためのヒントは、本稿６で検証した韓国のＡＡ制度が参考になると考える。創設後

に女性従業員および管理職が微増しているが、さらに今後、対象企業が拡大しても、同女

性比率は微増していくことが確認された。 

 今後の課題として、日中韓 3 カ国の企業調査を用いて、就業者のワークライフバランス

や昇進などについて男女差を検証していく。 

                                                  
18 中国および韓国における「経営層の女性割合」については、複数名の経営層を否定するものではない。

ダイバーシティ（多様）な経営層と、整合的である。 
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